
事 業 名 飼料・堆きゅう肥の分析関係事業

予 算 区 分 県 単 担 当 経営技術研究室

（２９７千円） 企画開発グループ

継 続 FAMIC（農林水産消費安全技術ｾﾝﾀｰ）

事 業 期 間 （昭和５１～平成 協 力 関 係 農林水産部畜産課

２６年度から当所） 岡山･井笠･高梁･真庭･津山家保

備前･備中･美作県民局

１ 粗飼料及び堆きゅう肥分析

畜産経営の安定に資するため、県内の畜産農家からの依頼に応じて、粗飼料及び

堆きゅ肥の成分等を分析し、成績をフィードバックすることにより、畜産経営の改

事 業 目 的 善に寄与する。

２ 配合飼料等の検定及び立入検査

飼料安全法に基づく飼料製造業者及び販売業者への立入検査を実施するととも

に、収去した飼料の栄養性について公定法により分析し、その結果を県公報で公表

し、併せて畜産課を通じてFAMICに報告する。飼料製造業者の申請により、公定規

格が定められている飼料について、検定を実施する。

○ 本年度事業のねらい

粗飼料及び堆きゅう肥分析については、畜産経営の安定及び発展に寄与するために、県内の畜産

農家からの依頼に応じて、粗飼料及び堆きゅう肥の分析を行う。

また、配合飼料等の検定及び立入検査については、飼料安全法に基づき、飼料製造業者からの検

定並びに製造業者及び販売業者等の立入検査等を行う。

事業１ 飼料品質向上推進事業（粗飼料及び堆きゅう肥分析）

〈事業の内容〉 各家畜保健衛生所を経由して分析を受け付け、近赤外線による分析法又は化学的分

析法により分析して、その結果を各家畜保健衛生所を通じて県民局の協力を得ながら

回答する。

事業２ 流通飼料等安全性確保推進事業（飼料製造業者等の立入検査及び飼料等の検定）

〈事業の内容〉 飼料安全法に基づき、飼料製造業者・販売業者等の立入検査を実施するとともに、

収去した飼料の栄養性について、公定法により分析し、その結果を県公報で公表し、

併せて畜産課を通じてFAMICにも報告する。飼料製造業者の申請により、公定規格が

定められている飼料について、検定を実施する。

○ 前年度までの成果

昭和５１年度から平成２５年度までは、岡山家畜保健衛生所（病性鑑定課含む）で実施されてい

た本事業が、平成２６年度からは当所で実施している。

平成２７年度は、粗飼料分析が４４件、堆きゅ肥分析が１２３件分析申込があり、飼料安全法に

基づく飼料製造業者の立入は延べ１４ヵ所で､１８件の飼料を収去して栄養性を分析し公表した｡

（３月１５日現在）

○ 協力関係

FAMIC（農林水産消費安全技術センター）、農林水産部畜産課

岡山･井笠･高梁･真庭･津山家保、備前･備中･美作県民局
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